
令和６年度〔第２四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
総務部

（注）※１、※２の説明

税政課 滋賀県税務総合システ
ム改修業務委託

預貯金照会サービス連
携対応

令 和 6 年 8 月 9 日 ～ 令 和 7年 3月 31日 株式会社ＮＴＴデータ 9,075,000 委託先が著作権を有するソフトウェアの改修であ
り、他に代替し得る者がいないため。

2 3イ

びわこボート
レース局

滋賀県知事杯争奪　第
25回ビナちゃんカップ
場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 4月 23 日 ～ 令 和 6年 4月 28日 各ボートレース施行者 63,516,582 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

びわこヴィーナス！第5
回 酒処 京都新京極ス
タンド杯場外発売事務
委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6 年 5 月 1 日 ～ 令 和 6 年 5 月 6 日 各ボートレース施行者 233,534,887 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

ＧⅢつるやパン提供
第9回　みんな大好き！
サラダパン賞場外発売
事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 5月 12 日 ～ 令 和 6年 5月 17日 各ボートレース施行者 105,124,709 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

ボートレースチケット
ショップ ボートピア京都
やわた開設17周年記
念場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 5月 21 日 ～ 令 和 6年 5月 26日 各ボートレース施行者 50,928,306 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

にっぽん未来プロジェク
ト競走inびわこ場外発
売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 5月 30 日 ～ 令 和 6 年 6 月 4 日 各ボートレース施行者 42,119,562 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

ＧⅢ第11回イースタン
ヤング場外発売事務委
託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 6月 16 日 ～ 令 和 6年 6月 21日 各ボートレース施行者 159,037,437 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

発刊60周年記念大阪ス
ポーツ杯争奪 第29回
におの湖賞場外発売事
務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 6月 25 日 ～ 令 和 6年 6月 30日 各ボートレース施行者 56,557,340 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

スポーツニッポン新聞
社杯争奪 第49回八景
賞場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6 年 7 月 4 日 ～ 令 和 6 年 7 月 9 日 各ボートレース施行者 27,697,299 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

PayPay銀行賞場外発
売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 7月 17 日 ～ 令 和 6年 7月 20日 各ボートレース施行者 31,438,838 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場合
（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

びわこボート
レース局

サンケイスポーツ杯争
奪　第46回さざなみ賞
場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 7月 24 日 ～ 令 和 6年 7月 28日 各ボートレース施行者 37,188,197 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

開設72周年記念　ＧⅠ
びわこ大賞イベント等
企画運営業務委託

開設72周年記念　ＧⅠび
わこ大賞イベント等企画
運営業務

令 和 6年 7月 29 日 ～ 令和6年11月30日 株式会社新東通信 26,973,100 当該業務は、ファンにとってより魅力的な内容と
なるコンテンツの作成が重要であるため、価格の
みで相手方を決定する一般競争入札にはなじま
ないことから、企画を徴取し、集客力、運営面等
を総合的に判断の上、最も優れた企画を提出し
た者と随意契約するプロポーザル方式により契
約の相手方を選定したため。

2 4

びわこボート
レース局

第8回西日本スポーツ
杯場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6 年 8 月 1 日 ～ 令 和 6 年 8 月 6 日 各ボートレース施行者 37,521,661 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

京都サンガF.C.イベント
等企画運営業務委託

京都サンガF.C.イベント
等企画運営業務

令 和 6 年 8 月 4 日 ～ 令和6年12月31日 株式会社新東通信 16,833,300 当該コラボ業務については、株式会社京都パー
プルサンガより取扱専任代理店が指定されてい
るため、当該業務の実施については他に代替し
うる者がいないため。

2 3イ

びわこボート
レース局

滋賀県知事杯争奪　第
29回びわこカップ場外
発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 8月 11 日 ～ 令 和 6年 8月 16日 各ボートレース施行者 74,646,800 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

さがけいば杯場外発売
事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 8月 20 日 ～ 令 和 6年 8月 23日 各ボートレース施行者 31,502,706 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

第11回中日スポーツ杯
場外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 8月 27 日 ～ 令 和 6年 8月 30日 各ボートレース施行者 11,417,717 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

第12回近江牛カップ場
外発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6 年 9 月 5 日 ～ 令 和 6 年 9 月 8 日 各ボートレース施行者 20,142,523 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

開設72周年記念　ＧⅠ
びわこ大賞場外発売事
務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 9月 12 日 ～ 令 和 6年 9月 17日 各ボートレース施行者 290,789,796 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2

びわこボート
レース局

キリンカップ2024場外
発売事務委託

びわこボートレース場で
開催される競走の場外
発売業務

令 和 6年 9月 21 日 ～ 令 和 6年 9月 25日 各ボートレース施行者 33,583,572 モーターボート競走を施行できるのは地方公共
団体（施行者）のみであり、その施行者を契約の
相手とするため。

2 2


